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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ミラー素子を製造する方法であって、
ａ）基板（１０１、１０２、１０３、１０４、２０１、２０２、３０１、３０２、４０１
、４０２、５０１、５０２、８０１、９０１、９５１、９６１）を用意するステップと、
　ｂ）少なくとも１つの反射層系を有する層スタック（１１１、１１２、１１３、１１４
、２１１、２１２、３１１、３１２、４１１、４１２、５１１、５１２）を前記基板上に
形成するステップと
を含み、ｃ）前記層スタック（１１１、１１２、１１３、１１４、２１１、２１２、３１
１、３１２、４１１、４１２、５１１、５１２）を、所定の動作温度に望ましい前記ミラ
ー素子の設定値曲率を前記層スタックが及ぼす曲げ力によって発生させるように形成し、
前記基板は、前記層スタックの形成前には前記ミラー素子の前記設定値曲率から外れた曲
率を有し、前記層スタックが及ぼす前記曲げ力は、前記層スタックの層張力を変えるため
の後処理を実行することによって少なくとも部分的に発生し、前記曲げ力は、前記曲率の
不可逆的変化をもたらすことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記後処理は熱後処理を含むことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１又は２のいずれか１項に記載の方法において、前記後処理は、イオン照射又は
電子照射を含むことを特徴とする方法。
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【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の方法において、前記後処理を、前記層スタックの
１つ又は複数の部分に局所的に制限することを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の方法において、前記基板（１０１、１０２、１０
３、１０４、２０１、２０２、３０１、３０２、４０１、４０２、５０１、５０２、８０
１、９０１、９５１、９６１）は、前記層スタック（１１１、１１２、１１３、１１４、
２１１、２１２、３１１、３１２、４１１、４１２、５１１、５１２）の形成前に平面で
あるか又は凸曲率を有することを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の方法において、前記基板は、前記層スタックの形
成後に前記所定の動作温度に望ましい前記ミラー素子の前記設定値曲率が得られるように
選択された局所的に変化する剛性を有することを特徴とする方法。
【請求項７】
　ミラー素子を製造する方法であって、
　基板（１０１、１０２、１０３、１０４、２０１、２０２、３０１、３０２、４０１、
４０２、５０１、５０２、８０１、９０１、９５１、９６１）を用意するステップと、
　少なくとも１つの反射層系を有する層スタック（１１１、１１２、１１３、１１４、２
１１、２１２、３１１、３１２、４１１、４１２、５１１、５１２）を前記基板上に形成
するステップと
を含み、前記層スタックの形成前に剛性に影響を及ぼす加工を前記基板に施し、前記加工
時に、前記層スタックの形成後に所定の動作温度に望ましい前記ミラー素子の設定値曲率
が得られるように剛性を設定し、
　前記剛性は、化学構造、位相又は結晶方位の狙い通りの変化によって少なくとも部分的
に生じることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、前記層スタックが及ぼす曲げ力と組み合わせて前記ミ
ラー素子の所望の表面形状をもたらす、前記基板の局所的に変化する剛性を設定すること
を特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項６～８のいずれか１項に記載の方法において、前記剛性は、前記基板の変動厚さ
プロファイルによって少なくともある程度は生じることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項６～９のいずれか１項に記載の方法において、前記基板は第１材料から製造され
、前記剛性は、前記第１材料とは異なる第２材料の異種原子でドープすることによって少
なくともある程度は生じることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項６～１０のいずれか１項に記載の方法において、前記剛性は、該剛性に影響を及
ぼす構造又は層によって少なくともある程度は生じることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法において、前記構造又は層を前記基板のうち層スタックとは反
対側に配置することを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法において、前記層スタック（１１１、１１
２、１１３、１１４、２１１、２１２、３１１、３１２、４１１、４１２、５１１、５１
２）は、前記反射層系と前記基板（１０１、１０２、１０３、１０４、２０１、２０２、
３０１、３０２、４０１、４０２、５０１、５０２、８０１、９０１、９５１、９６１）
との間に追加の張力誘起層を有することを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の方法において、前記ミラー素子の所望の設定値
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曲率は、少なくとも１００℃の動作温度で凹曲率であることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の方法において、複数のミラー素子をそれぞれ製
造し、前記ミラー素子の少なくとも２つは、前記設定値曲率に関して相互に異なることを
特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法において、前記相互に異なる設定値曲率を有するミラー素子の
製造を、各前記層スタックが及ぼす同じ曲げ力を設定して、前記層スタックをそれぞれ異
なる厚さを有する基板に施すことによって実行することを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の方法において、前記相互に異なる設定値曲率を有するミラー素子の
製造を、各前記層スタックが及ぼす異なる曲げ力を設定して、前記層スタックをそれぞれ
異なる厚さを有する基板に施すことによって実行することを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の方法において、前記ミラー素子は、複数のミラ
ー素子からなるミラー構成体のミラー素子であることを特徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の方法において、前記ミラー素子は、相互に独立して傾斜可能である
ことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１８又は１９に記載の方法において、前記ミラー構成体は、ファセットミラーで
あることを特徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載の方法において、前記ミラー素子を、３０ｎｍ未
満の作動波長用に設計することを特徴とする方法。
【請求項２２】
　請求項１～２１のいずれか１項に記載の方法において、前記ミラー素子は、マイクロリ
ソグラフィ投影露光装置のミラー素子であることを特徴とする方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の方法において、前記マイクロリソグラフィ投影露光装置の動作時に
、関連ミラー素子の温度を設定することによって曲率を補正することを特徴とする方法。
【請求項２４】
　請求項１～２３のいずれか１項に記載の方法を使用するマイクロリソグラフィ投影露光
装置用のミラー素子の製造方法。
【請求項２５】
　マイクロリソグラフィ投影露光装置の光学系の製造方法であって、該光学系は、少なく
とも１つのミラー素子を備え、該ミラー素子は、請求項１～２３のいずれか１項に記載の
方法により製造される、方法。
【請求項２６】
　照明デバイス及び投影系を備えたマイクロリソグラフィ投影露光装置の製造方法であっ
て、前記照明デバイス及び投影系は、少なくとも１つのミラー素子を備え、該ミラー素子
は、請求項１～２３のいずれか１項に記載の方法により製造される、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１４年１月３０日付けで出願された独国特許出願第１０　２０１４　２０
１　６２２．３号の優先権を主張する。当該独国出願の内容を、参照により本願の本文に
援用する。
【０００２】
　本発明は、特にマイクロリソグラフィ投影露光装置用のミラー素子を製造する方法に関
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する。
【背景技術】
【０００３】
　マイクロリソグラフィは、例えば集積回路又はＬＣＤ等の微細構造コンポーネントの製
造に用いられる。マイクロリソグラフィプロセスは、照明デバイス及び投影レンズを有す
るいわゆる投影露光装置で実行される。この場合、照明デバイスにより照明されたマスク
（レチクル）を、投影レンズにより、感光層（フォトレジスト）で被覆されて投影レンズ
の像平面に配置された基板（例えばシリコンウェーハ）に投影することで、マスク構造を
基板の感光コーティングに転写するようにする。
【０００４】
　ＥＵＶ領域、すなわち、例えば約１３ｎｍ又は約７ｎｍの波長用に設計した投影レンズ
では、適当な光透過屈折材料（light-transmissive refractive materials）がないこと
により、ミラーを結像プロセス用の光学コンポーネントとして用いる。
【０００５】
　ＥＵＶ領域で動作するよう設計されたマイクロリソグラフィ投影露光装置の照明デバイ
スにおいて、視野ファセットミラー及び瞳ファセットミラーの形態のファセットミラーを
集束コンポーネントとして特に用いることが、例えば特許文献１から知られている。この
ようなファセットミラーは、調整のため又は特定の照明角分布を実現するためにフレクシ
ャベアリングによって傾斜可能であるようそれぞれ設計することができる複数の個別ミラ
ー又はミラーファセットから構成することができる。これらのミラーファセットは、さら
に複数のマイクロミラーを備えることができる。
【０００６】
　さらに、ＶＵＶ領域の波長で動作するよう設計されたマイクロリソグラフィ投影露光装
置の照明デバイスに複数の相互に独立して調整可能なミラー素子を備えたミラー構成体を
、規定の照明設定（すなわち、照明デバイスの瞳平面内の強度分布）を調整するために用
いることも、例えば特許文献２から知られている。
【０００７】
　実際に生じる問題として、このようなミラー構成体、例えばＥＵＶで動作するよう設計
された照明デバイスの視野ファセットミラーの製造時、機械的張力が積層プロセス中に（
すなわち、反射層系を含む層スタックをミラー基板に施す際に）生じ、この機械的張力が
、基板の変形及びそれに伴う光学結像特性の低下を招き得る。この問題を克服するために
、各ミラー素子内の全体的な機械的張力を最小化するようにこの機械的張力を補償する追
加層を形成することが知られている。
【０００８】
　さらに、実際には、ミラー素子の製造時にミラー素子の各屈折力をできる限り正確に調
整する必要がある（これは、平面ミラー素子に対応する屈折力ゼロ、又は用途に応じてゼ
ロ以外の屈折力であり得る）。ミラー素子の製造時、この目的で知られている手法は、早
くも層スタックを施す前にミラー素子の形状に関するその所望の「最終用途」、例えば球
面の形成、微補正等に従って、特に反射層系でコーティングされた基板を設計すること、
及び例えば上記張力補償を用いてコーティングプロセス（すなわち、反射層系を含む層ス
タックの塗布）をその後実行することからなり、基板の形態がコーティング中に変わらな
くなるようにする。
【０００９】
　従来技術に関して、特許文献３、特許文献４、特許文献５、特許文献６、特許文献７、
特許文献８、特許文献９、特許文献１０、及び特許文献１１を単に例として参照する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】独国特許第１０　２００８　００９　６００号明細書
【特許文献２】国際公開第２００５／０２６８４３号
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【特許文献３】国際公開第２００４／０２９６９２号
【特許文献４】独国特許出願公開第１０　２００９　０３３　５１１号明細書
【特許文献５】独国特許出願公開第１０　２００８　０４２　２１２号明細書
【特許文献６】米国特許第６，０１１，６４６号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００８／０１６６５３４号明細書
【特許文献８】米国特許第７，０５６，６２７号明細書
【特許文献９】国際公開第２０１３／０７７４３０号
【特許文献１０】独国特許出願公開第１０　２００５　０４４　７１６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、できる限り少ない製造費用で所望の屈折力の発生を可能にする、特に
マイクロリソグラフィ投影露光装置用のミラー素子を製造する方法を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的は、独立特許請求項の特徴に従った方法によって達成される。
【００１３】
　特にマイクロリソグラフィ投影露光装置用のミラー素子を製造する方法に従った方法は
、
　基板を用意するステップと、
　少なくとも１つの反射層系を有する層スタックを基板上に形成するステップと
を含み、層スタックを、所定の動作温度に望ましいミラー素子の設定値曲率を層スタック
が及ぼす曲げ力によって発生させるように形成し、基板は、層スタックの形成前にはミラ
ー素子の上記設定値曲率から外れた曲率を有し、層スタックが及ぼす曲げ力は、層スタッ
クの層張力を変えるための後処理を実行することによって少なくとも部分的に発生する。
【００１４】
　特に、本発明は、ミラー素子の製造時、反射層系を含む層スタックを基板に施す際に発
生する機械的張力を、例えばこの機械的張力に逆らって働く追加の補償層（又はこの機械
的張力に逆らって働く補償層系）によって除去するという概念ではなく、ミラー素子の所
望の設定値曲率を、したがってミラー素子の所望の有限屈折力を発生させるために、反射
層系を含む層スタックを基板に施す際に発生する機械的張力と、その結果として層スタッ
クが基板に及ぼす曲げ力とを狙い通りに用いるという概念に基づく。ここで、基板は、層
スタックの形成前にミラー素子の所望の設定値曲率から外れた曲率を有する。
【００１５】
　本発明は、特に、ミラー素子を製造する目的でミラー素子の所望の「最終仕様」に従っ
て適当な加工ステップによって（例えば、球面の形成、微補正等によって）基板を最初に
設計し、その後、反射層系を含む層スタックを施す際に、すでに狙い通りに事前決定され
ている関連のミラー基板形態が張力補償層（単数又は複数）によって維持されることを確
実にするよう留意するという、従来の手法からの意図的な逸脱を含む。
【００１６】
　むしろ、本発明は、ミラー素子の製造時に、反射層系を含む層スタックを施す前の、完
成ミラー素子に最終的に望ましい曲率にまだ対応していない基板の形態又は形状から始め
ることにより、反射層系を含む層スタックを施す際に発生する機械的張力を意図的に用い
て基板を変形させるという概念を含む。したがって、最終的に生じる基板の曲率半径、ひ
いては完成ミラー素子の屈折力は、基板の（厚さを含む）元の形態又は形状及び反射層系
を含む層スタックを施す際に調整されるパラメータの結果として（以下で説明する後処理
をおそらくはさらに用いて）得られる。
【００１７】
　一実施形態によれば、層スタックが及ぼす曲げ力が、特に層スタックの層張力を変える
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ための後処理が、曲率の不可逆的変化をもたらす。
【００１８】
　層スタックの層張力を変えるための後処理は、特に、例えば熱照射、レーザ照射、又は
焼きなましによる熱後処理を含むことができる（後処理は、光学系又は投影露光装置の動
作前にも、すなわち関連ミラー素子の製造時にも実行される）。さらに、代替的又は付加
的に、後処理は、イオン照射又は電子照射を含むことができる。さらに、例えばミラー素
子の角領域又は縁領域に関連ミラー素子の残りの領域とは異なる後処理を施すために、後
処理を、層スタックの１つ又は複数の部分（全体として、層スタックの全範囲又は面積よ
りも小さい）に局所的に制限することができる。
【００１９】
　一実施形態によれば、基板は、層スタックの形成後に所定の動作温度に望ましいミラー
素子の設定値曲率が得られるように選択された局所的に変化する剛性を有する。
【００２０】
　本発明はさらに、ミラー素子を製造する方法であって、
　基板を用意するステップと、
　少なくとも１つの反射層系を有する層スタックを基板上に形成するステップと
を含み、層スタックの形成前に剛性に影響を及ぼす加工を基板に施し、この加工時に、層
スタックの形成後に所定の動作温度に望ましいミラー素子の設定値曲率が得られるように
剛性を設定する方法にも関する。
【００２１】
　この態様によれば、本発明は、反射層系を含む層スタックを施した後に、最終的に得ら
れた表面形状が要件を満たす、すなわちミラー素子の所望の設定値曲率が得られるような
狙い通りに、適当な加工によって基板の剛性に影響を及ぼすというさらなる概念を含む。
【００２２】
　換言すれば、この手法は、基板の適切な製造又は加工によって、剛性を狙い通りに調整
した結果として層スタックが及ぼす曲げ力に対して所望の方法で基板が反応することを確
実にする。結果として、例えば、層スタックが引き起こす曲げ力の局所的変化では概して
達成できないか又は辛うじて達成できるに過ぎない、望ましいであろう局所的に変化する
基板の曲げを、本発明によれば基板の剛性に狙い通りに影響を及ぼすことによってもたら
すこともできることを考慮に入れることも可能である。
【００２３】
　一実施形態によれば、基板の局所的に変化する剛性が設定され、この剛性は、層スタッ
クが及ぼす曲げ力と組み合わせることによってミラー素子の所望の表面形状をもたらす。
【００２４】
　一実施形態によれば、剛性は、基板の変動厚さプロファイルによって少なくともある程
度は生じる。
【００２５】
　基板の厚さプロファイルを変える目的で、適当な材料除去法又は材料付加法を利用する
ことができる。例として、材料除去は、イオンビーム加工（ＩＢＦ＝「ｉｏｎ　ｂｅａｍ
　ｆｉｇｕｒｉｎｇ」）又は任意の他の適当な材料除去法によって行うことができる。例
として、材料付加は、スパッタリング法、電子ビーム蒸着、又は任意の他の材料塗布法を
含むことができる。
【００２６】
　一実施形態によれば、基板は第１材料から製造され、剛性は、第１材料とは異なる第２
材料の異種原子でドープすることによって少なくともある程度は生じる。さらに、例えば
、イオン注入も可能である。このようなドープ又は注入異種原子又はイオンは、例えば、
酸素、窒素、フッ素、又は水素の原子又はイオンであり得る。
【００２７】
　剛性に影響を及ぼすためのさらに他の選択肢は、例えば基板材料の酸化又は窒化、例え
ば基板材料としてのケイ素を二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）又は窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）へ
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表面領域で狙い通りに強化して化学転化させることによって、領域毎に狙い通りの化学変
化をもたらすことである。ここで、化学構造を狙い通りに変化させること（酸化等）の代
替として、モルフォロジ（例えば、位相又は結晶方位）の変化を得ることも可能である。
【００２８】
　一実施形態によれば、剛性は、特に基板のうち層スタックとは反対側に配置することが
できる、剛性に影響を及ぼす構造又は層によって少なくともある程度は生じる。このよう
な構造は、例えば、基板のうち反射層スタックに面しない側（「基板裏側」）の追加の薄
層（lamellas）又は剛性に影響を及ぼす追加層を含むことができる。さらに他の実施形態
では、このような構造又は層を基板表側、すなわち基板のうち反射層スタックに面した側
に配置することもできる。さらに、このような構造の実施形態では、このような構造にお
いて例えば薄層間に残る隙間に異なる材料を、又は方位、密度等がずれた同じ材料を補充
することにより、例えば均一又は平坦な表面を得るようにすることができる。
【００２９】
　一実施形態によれば、基板は、層スタックの形成前には平面であるか又は凸曲率を有す
る。
【００３０】
　一実施形態によれば、層スタックは、反射層系と基板との間に追加の張力誘起層を有す
る。このような追加の張力誘起層は、ニッケル、チタン等の金属材料からの層として、又
は例えば、例えば０．５を超える大きなΓ値を有する（さらに別の）モリブデン－ケイ素
スタックとして製造することができ（Γ値は、以下でさらに定義するように、関連の層ス
タックの周期の全厚に対するアブソーバ層厚の比を示す）、結果として所望の機械的張力
が層系で発生するように狙い通りに設計することができる。しかしながら、本発明はそれ
に限定されないので、必要な場合には、層系における所望の機械的張力を反射層系の適当
な設計のみによって発生させることもできる。
【００３１】
　原理上、基板又はミラー素子の曲率が温度に依存し、例えば所定の温度での凹曲率を温
度の上昇に伴って凸曲率に変えることが可能であることに留意されたい。本発明による方
法によって発生した完成ミラー素子の曲率又は屈折力は、所望の（例えば凹）曲率が所定
の動作温度で正確に生じるようにこの温度依存性を考慮に入れて発生させる。
【００３２】
　一実施形態によれば、ミラー素子の所望の設定値曲率は、少なくとも１００℃の動作温
度で凹曲率である。
【００３３】
　一実施形態によれば、上記ステップが実行されると、複数のミラー素子がそれぞれ製造
され、これらのミラー素子の少なくとも２つは、設定値曲率に関して相互に異なる。
【００３４】
　一実施形態によれば、相互に異なる設定値曲率を有するミラー素子の製造は、各層スタ
ックが及ぼす同じ曲げ力を設定して、層スタックをそれぞれ異なる厚さを有する基板に施
すことによって実行される。
【００３５】
　一実施形態によれば、相互に異なる設定値曲率を有するミラー素子の製造は、各層スタ
ックが及ぼす異なる曲げ力を設定して、層スタックをそれぞれ異なる厚さを有する基板に
施すことによって実行される。
【００３６】
　一実施形態によれば、ミラー素子は、複数のミラー素子からなるミラー構成体のミラー
素子である。特に、これらのミラー素子は、相互に独立して傾斜可能であり得る。
【００３７】
　一実施形態によれば、ミラー構成体はファセットミラー、特に視野ファセットミラー又
は瞳ファセットミラーである。
【００３８】
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　一実施形態によれば、ミラー素子は、３０ｎｍ未満、特に１５ｎｍの作動波長用に設計
される。しかしながら、本発明はそれに限定されないので、さらに他の用途では、ミラー
素子をＶＵＶ領域の波長、特に２００ｎｍ未満の波長用に設計することもできる。
【００３９】
　一実施形態によれば、ミラー素子は、マイクロリソグラフィ投影露光装置のミラー素子
である。しかしながら、本発明はそれに限定されず、例えば、特にＥＵＶで動作するよう
設計することができる測定設備（measurement constructions）で実現可能でもある。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、光学系の、特にマイクロリソグラフィ投影露光装置の動作時
に、関連ミラー素子の温度を設定することによって１つ又は複数の関連ミラー素子の曲率
をさらに補正することができる。換言すれば、本発明のいくつかの実施形態では、光学系
の（特にマイクロリソグラフィ投影露光装置の）動作時に、関連ミラー素子（又はミラー
構成体の複数のミラー素子）を（特に不均一に）加熱することによって、個々のミラー素
子の曲率又は屈折力を適合させることさえでき、関連ミラー素子の曲率は、対応する位置
における動作温度に応じて変わる。ここで、関連ミラー素子又はマイクロミラーの温度を
事前決定及び調整又は制御することによって、個々のミラー素子の曲率又は屈折力を補正
することができる。特に、例えば、反射層スタックの上述の本発明による実施形態による
曲げ力を用いて曲率又は屈折力を最初に大まかに調整し、最後に述べた温度調整によって
微調整することができる。
【００４１】
　本発明はさらに、本発明による方法を用いて製造されたミラー素子に関する。
【００４２】
　さらに、本発明は、基板と基板上に配置された少なくとも１つの反射層系を有する層ス
タックとを備えた、特にマイクロリソグラフィ投影露光装置用のミラー素子であって、基
板が、剛性に影響を及ぼす構造、層、又はドーピングにより、又は化学構造又はモルフォ
ロジが変化した領域により局所的に変化する剛性を有するミラー素子に関する。
【００４３】
　構造又は層は、特に、基板のうち層スタックに面しない側（「基板裏側」）に配置する
ことができ、例えば、追加の薄層又は剛性に影響を及ぼす追加層を含む。さらに他の実施
形態では、このような構造又は層は、基板表側すなわち基板のうち反射層スタックに面し
た側に配置することもできる。
【００４４】
　本発明はさらに、マイクロリソグラフィ投影露光装置の光学系、特に照明デバイス又は
投影レンズ、及びマイクロリソグラフィ投影露光装置に関する。
【００４５】
　本発明のさらなる構成は、説明及び従属請求項から得ることができる。
【００４６】
　添付図面に示す例示的な実施形態に基づいて、本発明を以下でより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１ａ】本発明による方法の可能な実施形態を説明する概略図を示す。
【図１ｂ】本発明による方法の可能な実施形態を説明する概略図を示す。
【図２】本発明による方法の可能な実施形態を説明する概略図を示す。
【図３】本発明による方法の可能な実施形態を説明する概略図を示す。
【図４】本発明による方法の可能な実施形態を説明する概略図を示す。
【図５】本発明による方法の可能な実施形態を説明する概略図を示す。
【図６】ＥＵＶで動作するよう設計されたマイクロリソグラフィ投影露光装置の可能な構
造を説明する概略図を示す。
【図７】ＥＵＶで動作するよう設計されたマイクロリソグラフィ投影露光装置の可能な構
造を説明する概略図を示す。
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【図８】本発明のさらに別の可能な実施形態を説明する概略図を示す。
【図９】本発明のさらに別の可能な実施形態を説明する概略図を示す。
【図１０】本発明のさらに別の可能な実施形態を説明する概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　ミラー素子を製造するための本発明による方法の可能な実施形態を、最初に図１ａ～図
５を参照して以下で説明する。製造されるミラー素子は、例えば、視野ファセットミラー
の形態のミラー構成体のミラー素子又はマイクロミラーとすることができ（本発明はそれ
に限定されない）、個々のミラー素子は、同一の又は異なる曲率又は屈折力を有すること
ができる。
【００４９】
　全ての実施形態において、反射層系を（例えば、モリブデン層及びケイ素層からなる多
層系として）有する層スタックが、いずれの場合も基板に施される。ミラー基板材料は、
例えば、ケイ素（Ｓｉ）又は二酸化チタン（ＴｉＯ２）でドープした石英ガラスとするこ
とができ、使用可能な材料の例として、ＵＬＥ（登録商標）（Corning Inc.による）又は
Ｚｅｒｏｄｕｒ（登録商標）（Schott AGによる）といった商品名で販売されているもの
が挙げられる。さらに他の実施形態では、ミラー基板材料は、ゲルマニウム（Ｇｅ）、ダ
イヤモンド、ヒ化ガリウム（ＧａＡｓ）、窒化ガリウム（ＧａＮ）、アンチモン化ガリウ
ム（ＧａＳｂ）、リン化ガリウム（ＧａＰ）、Ａｌ２Ｏ３、リン化インジウム（ＩｎＰ）
、ヒ化インジウム（ＩｎＡｓ）、アンチモン化インジウム（ＩｎＳｂ）、フッ化カルシウ
ム（ＣａＦ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、又は炭化ケイ素（ＳｉＣ）も含み得る。場合によ
っては、さらに他の機能層、例えばキャッピング層（「キャプ層」）、基板保護層等を、
それ自体が既知の方法で設けることができる。
【００５０】
　図１ａ～図５を参照して説明される例示的な実施形態に共通するのは、コーティングパ
ラメータ及び／又は後処理のパラメータの適当な調整とそれにより発生する機械的張力と
によって、反射層系を含む層スタックの形成時にいずれの場合もゼロ以外の層スタックの
曲げ力が基板に働くことである。
【００５１】
　本発明によれば、各層スタックの形成時の機械的張力は、材料及び厚さ比（例えば、ア
ブソーバ層厚対周期の全厚の比、この厚さ比をΓとも称する）を特に反射層系において所
望の方法で調整することによって、それ自体が既知の方法で調整される。機械的張力の調
整時の手順は、例えば独国特許出願公開第１０　２００８　０４２　２１２号明細書から
当業者には既知である。さらに、独国特許出願公開第１０　２０１１　００３　３５７号
明細書から当業者には既知であるように、コーティング中の酸素ドーピング又は酸素添加
によって、各層スタックを施す際に機械的張力を調整することもできる。
【００５２】
　反射層系を含む層スタックを基板上に形成する際に発生する機械的張力は、コーティン
グ前の状態での本来の曲率と比べて基板の曲率を変化させることになる。コーティング前
の状態の基板の上記本来の曲率は、ゼロに等しくてもよく（すなわち、コーティング前に
基板が平坦である）、又は完成ミラー素子の所望の設定値曲率に未対応の有限曲率（例え
ば、凸曲率）に対応していてもよい。
【００５３】
　図１ａ～図５の個々の実施形態は、（例えば視野ファセットミラー等のミラー構成体の
）種々のミラー素子が、コーティング前の状態の基板の初期形態又は本来の曲率、ここで
発生する機械的張力を考慮したコーティングパラメータの調整、及び任意に（例えば熱的
な）後処理に応じて同一の又は異なる曲率で製造される点が異なる。
【００５４】
　図１ａによれば、反射層系を含む層スタック１１１、１１２、…をそれぞれ有する平面
（ミラー）基板１０１、１０２、…を、初期状態で同一のコーティングパラメータをそれ



(10) JP 6550066 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

ぞれ設定してコーティングすることによって、例えば同じ曲率又は屈折力を有する複数の
ミラー素子を製造することができ、このコーティングの際に、発生する機械的張力及びそ
れにより生じる各基板１０１、１０２、…に対する曲げ力は、各完成ミラー素子において
所望の曲率（個々のミラー素子それぞれで同一）が調整されるように選択される。
【００５５】
　図１ｂによれば、各基板１０３、１０４、…は、（コーティング前の）初期状態で、最
終的に望ましい曲率に未対応である有限曲率を有することもでき、この基板曲率は、続い
て層スタックを施す際に発生する機械的張力によって、又は加わる曲げ力によって変化す
る。具体的には、図１ｂの例におけるコーティング前の初期状態における基板１０３、１
０４、…の凸曲率がゼロになり、すなわち完成ミラー素子の平面形状が最終的に生成され
る。
【００５６】
　図２及び図３は、例えば視野ファセットミラーの形態のマイクロミラー構成体の製造の
さらに他の可能な例示的な実施形態を説明する役割を果たし、このマイクロミラー構成体
では、個々のミラー素子がさまざまな曲率又は異なる屈折力を有するべきである。ここで
、図１と比べて類似の又は実質的に機能的に同等のコンポーネントは、図２では「１００
」を足した参照符号で示し、図３では「２００」を足した参照符号で示す。
【００５７】
　図２によれば、最終的に製造されたミラー素子で異なる曲率を発生させるために、この
場合も平面状だが相互に異なる厚さを有する基板２０１、２０２、…を、同じ機械的張力
又は曲げ力を調整してそれぞれ１つの層スタックでコーティングする。図２の下部に示す
ように、これにより、基板の厚さが異なる結果として完成ミラー素子毎に異なる曲率が発
生する（図２によれば、基板の厚さが小さいほど発生する曲率は大きい）。
【００５８】
　図３によれば、いわば図２とは逆に、同じ厚さの（本例ではこの場合も平面状である）
基板３０１、３０２、…を、異なる機械的張力又は曲げ力を発生させる層スタック３１１
、３１２でコーティングすることによって、最終的に製造されたミラー素子毎に異なる曲
率発生させる。図３の下部から分かるように、この場合、層張力を大きく調整した方（図
３の右側部分）が、結果として最終的に製造されたミラー素子の曲率が大きくなる。他の
実施形態の例では（凸曲率の大きさが異なる初期状態の場合）、層張力が大きい方が、最
終状態の曲率を比較的小さくすることもできる。
【００５９】
　本発明のさらに他の実施形態では、初期状態（すなわち、コーティング前）で同じ厚さ
及び形状を有する個々の基板に同一のパラメータで（同じ機械的張力を発生させて）コー
ティング（すなわち、反射層系を含む層スタックの塗布）を施すが、（特に熱的な）後処
理をその後に実行することで、個々のミラー素子の層スタックでそれぞれ発生する機械的
張力をその後変化させることによって、さまざまな曲率を有するミラー素子をもたらすこ
とも可能である。このような後処理は、例えば、（規定の雰囲気設定での）炉内の焼きな
まし、輻射加熱器を用いた熱後処理、又はレーザ照射、イオン照射、若しくは電子照射を
用いた後処理（またこれらの方法の組合せ）を含み得る。ここで、必要な場合はミラー裏
側から適当な冷却を実行することができる。レーザ照射（後処理を施す領域、例えばミラ
ー素子の角のみを露出させたマスクを用いる可能性がある）が特に、ミラー素子の個々の
局所領域を狙い通りに後処理するのに適している。このように、ミラー素子の例えば角領
域又は縁領域に対して関連ミラー素子の残りの領域とは異なった後処理又は変形を行うこ
とが可能である。さらに、上述の後処理は、個々のミラー素子（又はいずれの場合もミラ
ーアレイの形態の複数のミラー素子からなる比較的大きな単位）毎に個別に、製造された
ミラー素子の全てで同一の方法で、又は上述のように個々のミラー素子で局所的に変えて
実行することができる。
【００６０】
　この原理を説明する目的で、図４は、層スタック４１１、４１２、…をそれぞれ有する
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基板４０１、４０２、…の最初は均一又は同一のコーティングが、それぞれ最初は同一の
曲率（図４の中央部）をもたらすが、続いてそれぞれ異なる後処理によって製造されたミ
ラー素子毎に異なる曲率又は屈折力をもたらす様子を示す。
【００６１】
　図５に概略的に示すように、上述の後処理を用いて、反射層系を含む層スタックの形成
後に基板に最初に発生するか又はコーティング前にすでに存在しており、例えば個々のコ
ーティングプロセスにおけるプロセスばらつきから生じ得る望ましくない曲率（例えば、
不均一な曲率又は複数の基板５０１、５０２、…毎に異なる曲率）を「均一化」すること
もできる結果として、最終的に製造されたミラー素子が同じ曲率又は屈折力を有する。
【００６２】
　以下において、本発明の実施形態を図８～図１０を参照して説明するが、これらの実施
形態では、（図１～図５に基づいて上述した方法ステップに加えて、又はそれらの代替と
して）反射層系を含む層スタックを施す前の基板の剛性に狙い通りに影響を及ぼす。関連
ミラー素子は、特に、図８～図１０に示す実施形態でも、例えばマイクロミラー構成体の
、例えば視野ファセットミラーのミラー素子であり得る。
【００６３】
　この手法は、基板の剛性に狙い通りに影響を及ぼすことで、反射層系を含む層スタック
が及ぼす曲げ力に対するその「反応」が決まり、したがってそうすることが、ミラー素子
の所望の表面形状又は設定値曲率を最終的にもたらすか又はそれに寄与するのにも適して
いるという概念に基づく。
【００６４】
　図８～図１０に単に概略的に示す実施形態では、基板の剛性に上述のように狙い通りに
影響を及ぼすことが、基板の材料除去又は材料付加加工を実行することによって実行され
る。
【００６５】
　図８ａ（背面図）及びｂ（断面）によれば、基板８０１が、例えばエッチングによって
（例示的にスポーク状に配置されているのみである）複数の領域８０１ａを薄板化されて
おり、残りの領域８０１ｂでは比較的大きな厚さを有する。単に例示的に、図９ａ及びｂ
は、背面図（ａ）及び断面（ｂ）で、径方向に連続的に厚さを除去した基板９０１のさら
に別の実施形態を示す。さらに他の実施形態では、図９のｂに示す連続的な厚さ変化を８
ａの改良形態（すなわち、背面図中の各領域の対応する形状）と組み合わせることもでき
、又は図８に示す厚さ変化を、図９のａに示す改良形態（すなわち、背面図中の各領域の
対応する形状）等と組み合わせることができる。
【００６６】
　図１０ａ及びｂは、同様に単に例示的にさらに他の改良形態を示し、図１０のａでは、
（この場合も異なる厚さを有する領域９５１ａ及び９５１ｂをもたらすために）基板９５
１が異なるサイズの円形領域９５１ａにおいて薄板化されており、図１０のｂによれば、
基板９６１に径方向に配置された薄いウェブが（比較的大きな厚さを有する領域９６１ｂ
として、したがってそれらの間には同様に比較的薄い領域９６１ａがある）設けられてい
る。
【００６７】
　剛性に関して基板に影響を及ぼすことに関しては、本発明は基板の材料除去又は材料付
加加工に限定されない。したがって、さらに他の実施形態では、異種原子又でのドーピン
グ又は（例えば、酸素、窒素、フッ素、又は水素の原子又はイオンの）イオン注入によっ
て、化学転化、レーザ処理によって、又は特に基板のうち層スタックとは反対側（「基板
裏側」）に配置することができる（例えば、薄層の形態の）剛性に影響を及ぼす構造によ
って、基板の剛性に少なくともある程度は影響を及ぼすこともできる。基板のうち層スタ
ックに面した側（「基板表側」）への配置も同様に可能であるが、所望の光学特性が損な
われないよう留意しなければならない。
【００６８】
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　いくつかの実施形態では、例えば薄層間の構造の各隙間に、異なる材料又は配向、密度
等がずれた同じ材料を補充することにより、例えば均一又は平滑な表面を得るようにする
ことができる。
【００６９】
　さらに他の実施形態では、剛性に影響を及ぼす追加層を、基板のうち反射層スタックに
面しない側に設けることもできる。
【００７０】
　図６は、ＥＵＶで動作するよう設計された、本発明を実現可能な１つの例示的な投影露
光装置の概略図を示す。
【００７１】
　図６によれば、ＥＵＶ用に設計された投影露光装置６００の照明デバイスが、視野ファ
セットミラー６０３及び瞳ファセットミラー６０４を備える。プラズマ光源６０１及びコ
レクタミラー６０２を備えた光源ユニットからの光が、視野ファセットミラー６０４へ指
向される。第１望遠鏡ミラー６０６及び第２望遠鏡ミラー６０６が、瞳ファセットミラー
６０４の下流の光路に配置される。偏向ミラー６０７が、光路の下流に配置され、当該偏
光ミラーは、入射した放射線を６個のミラー６５１～６５６を備えた投影レンズの物体平
面内の物体視野へ指向させる。物体視野の場所で、マスクステージ６２０に反射構造担持
マスク６２１が配置され、これは、投影レンズを用いて像平面に結像され、像平面には、
ウェーハステージ６６０上に感光層（フォトレジスト）でコーティングされた基板６６１
がある。
【００７２】
　本発明を制限するものではないが、本発明による方法は、図６からの視野ファセットミ
ラー６０３の製造に特に有利に、さらに、特に視野ファセットミラー６０３の個々の視野
ファセットがさらに個々のミラー素子又はマイクロミラーからなる場合に、適用可能であ
る。
【００７３】
　視野ファセットミラーのこのような「サブファセット化（sub-faceting）」は、米国特
許出願公開第２０１１／０００１９４７号明細書からそれ自体が当業者に既知であり、単
一の視野ファセット７００に基づいて図７に概略的に示すように、複数の平面ミラー素子
７０１、７０２、７０３、…それぞれがその法線ベクトルを適切に調整することによって
整列して、結果として（巨視的な）ミラーファセットの通常の球面が再現されるように、
例えば実行することができる。しかしながら、その際に、図６からの瞳ファセットミラー
６０４の瞳ファセットの光学効果が、図６からの視野ファセットミラー６０３の視野ファ
セット７００の個々のミラー素子７０１、７０２、７０３、…の「不正確な」屈折力によ
って損なわれ得る。
【００７４】
　上記問題は、ここで、視野ファセット７００の個々のミラー素子７０１、７０２、７０
３、…を平面状ではなく適当な曲率半径又は適当な屈折率で製造することによって克服す
ることができる。例として、個々のミラー素子７０１、７０２、７０３、…のそのような
曲率又は屈折力は、イオン照射又はグレースケールリソグラフィによって得ることができ
るが、これは（特に、ミラー素子７０１、７０２、７０３、…の必要な個片化を考えると
）時間及び費用に関する支出の増加に結び付く。図１ａ～図５を参照して説明した、コー
ティングプロセスにおいて各基板に層スタックを施す際に加わる曲げ力を利用することに
よる規定の曲率半径又は屈折力の実現は、この場合に特に適しているが、それは、例えば
最初に平面基板を所望のように（特に凹状に）変形させるために、コーティングプロセス
（いずれの場合も必要であり、したがって付加的な製造ステップを要しない）が単に適当
に規定されるからである。
【００７５】
　しかしながら、本発明はファセットミラーへの適用に制限されず、原則として、他のミ
ラーを（複数のミラー素子からなるものでなくても）本発明に従って設計することもでき
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る。
【００７６】
　本発明を特定の実施形態に基づいて説明したが、多くの変形形態及び代替的な実施形態
が、例えば個々の実施形態の特徴の組合せ及び／又は交換により当業者には明らかである
。したがって、当業者には言うまでもなく、このような変形形態及び代替的な実施形態は
本発明に付随して包含され、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲及びその等価物の意
味の範囲内でのみ制限される。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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(15) JP 6550066 B2 2019.7.24

【図６】 【図７】

【図８ａ）】

【図８ｂ）】

【図９ａ）】



(16) JP 6550066 B2 2019.7.24

【図９ｂ）】 【図１０ａ）】

【図１０ｂ）】



(17) JP 6550066 B2 2019.7.24

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  ペーター　フーベル
            ドイツ国　８９５１８　ハイデンハイム　イーゲルヘッケ　１９
(72)発明者  セバスチャン　シュトローベル
            ドイツ国　７３４３０　アーレン　ルートヴィヒシュトラーセ　３７

    審査官  長谷　潮

(56)参考文献  特開２００７－１０８１９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１０９０６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１２８４９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３１１１９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１２－５１９９５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／０９２９１９（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００８－２７０８０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１３／０５０１９９（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００７－１９３１３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１０１９１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３２９３６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００３－５０５８９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２２２７６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５０４７１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５８－２１７９０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－１８６４１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－１９７１２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２２５４２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１０／０２４６０３６（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｆ　　　７／２０－７／２４　　　
              Ｇ０３Ｆ　　　１／００－１／８６　　　
              Ｇ０２Ｂ　　　５／０８　　　　
              Ｇ２１Ｋ　　　１／０６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

